
柏市公設総合地方卸売市場

柏市公設総合地方卸売市場運営審議会

～令和7年度第1回運営審議会～

日時：令和７年８月２９日（金）１０：３０～

会場：柏市場 管理棟 ２階会議室



1

目次
【Agenda】

内容 頁

１.スケジュール P.3

２.前回までの振り返り P.4

３.市場再整備及び用地活用基本計画の検討における基本方針 P.5

開設主体 P.5

活性化に繋がる再整備 P.7

再整備に伴う柏市・場内事業者の負担増抑制への取り組み① P.17

再整備に伴う柏市・場内事業者の負担増抑制への取り組み②,防災機能の強化 P.23

4.次回の予定 P.27



2



3

年度 開催時期 説明内容 審議内容

６年度
第１回
（令和７年３月２８日）

基本方針，コンセプト・施設整備方向性 説明内容についての審議

７年度
第１回
（令和７年８月２９日）

各部門の施設イメージ，各部門が入る
建物のイメージ，市場用地・スペースの
有効活用

基本方針に沿って計画の検討がなされて
いるか
加えるべき視点がないか

第２回
（令和８年1月予定）

施設配置，事業手法，スケジュール
諮問
条例改正

計画全体についての審議

条例改正

第３回
（令和８年３月予定）

計画についての追加，変更事項等 答申

■市場再整備及び市場用地活用基本計画策定までの流れ
（柏市公設総合地方卸売市場運営審議会開催スケジュール）

１.スケジュール
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これまで説明した市場再整備及び用地活用基本計画の検討における基本方針について，要点を以下のとおり整理する。

開設主体

■柏市が開設者として「公設」を維持

活性化に繋がる再整備

■物流の改善や品質管理等の機能強化

■消費者・市民に親しまれる市場化

整備範囲

■全体整備を基本

立地場所

■現地建替えを基本

再整備に伴う柏市・場内事業者双方の負担増抑制への取り組み

■市場規模の適正化

■施設の「集約化・高度化・複合化」

■施設・用地・スペースの有効利用 ➡負担増抑制に加え，集荷力・販売力強化等市場活性化の視点からも検討

■開発事業者と連携した整備手法（PPP/PFI）の検討

防災機能の強化

■災害時の支援物資の拠点としての機能強化

２.前回までの振り返り

■市場再整備及び用地活用基本計画の検討における基本方針
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２.市場再整備及び用地活用基本計画の検討における基本方針

■柏市が開設者として「公設」を維持
公正かつ安定的な業務運営のもと，安全安心な生鮮品の供給や生産者支援等の公益的機能を維持していくため，
引き続き「公設」とする。
・卸売市場に関する事業については，卸売業の利益率が低いこと等を踏まえ，地方公営企業の健全化などの観点から総務省通
知で一般会計からの繰入が想定されており，民設市場が減少傾向にある中，公設市場は比較的安定して維持できている。
・このような状況にある中，公正かつ安定的な業務運営のもと前述の柏市場の公益的機能を継続的に発揮し雇用の維持等を図
る観点から，基本計画検討における基本方針は「公設」維持を想定とする。
・適正な価格を維持しつつ，自由で公正な取引を実現するためにも，取引に直接関与しない公的な立場の柏市が市場開設者と
して運営していく必要がある。

開設主体

卸売場に並ぶ柏市産のカブの写真

【参考】総務省通知「令和７年度の地方公営企業繰出金について（繰出基準）」（抜粋）
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■教育委員会との連携

(1) 学校給食
ア 柏市場から仕入している給食事業者８割 （青果）
イ 学校給食における地産地消強化イベント時に
市場から仕入れができる仕組み作り

(2) 市場見学の受入等
ア 市場に近隣ある小学校を訪問し，公設市場の
説明及び，市場見学の紹介。（4校が実際に訪問）
イ 一般開放デーの案内を行い，市場見学の復習を
兼ね市場再訪をPR

小学生の社会科見学 一般開放デーポスター

■小・中学校勤務の栄養士との連携

３.市場再整備及び用地活用基本計画の検討における基本方針

令和7年4月14日
栄養士研修会 使用資料抜粋
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部門 課題

青果
・開放型のため温度管理が難しい。
・冷蔵庫が点在している。
・動線が混在していて荷捌き屋根も不足。

関連 ・倉庫と店舗が混在している。

関連棟

倉庫と店舗が混在している

青果棟

冷
蔵
庫

動線の混在

開放型のため温度管理が難しい
荷捌き屋根の不足

▲入荷と出荷の作業の時間が重
なり，動線が交差したり車両の駐
車場所のルールが無秩序であるた
め，混沌としていて効率も悪く危
険である

◀荷捌きする際に屋根がある場所が限られているため，
日射や風雨を直に受けながらの作業となっていて，品質
劣化につながってしまう

◀赤部分：倉庫，黄部分：店舗
倉庫と店舗が混在しており，
買い物がしづらい

冷蔵庫が点在している

活性化に繋がる再整備

（１）現状の課題（青果部・関連サービス店舗）

３.市場再整備及び用地活用基本計画の検討における基本方針
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水産棟と冷蔵庫棟の距離が離れている

水産棟

冷蔵庫棟

花き棟

◀シャッターがあり全面壁に囲まれ
ているが，室内に空調設備がない

▲冷蔵庫棟から回り込んで卸売
場や荷捌きしている買荷保管所へ
都度外気に触れてを運搬する必
要があり，コールドチェーンが切れて
しまう

温度管理が難しい

品質管理が出来る荷捌所が不十分

（２）現状の課題（水産物部・花き部）

３.市場再整備及び用地活用基本計画の検討における基本方針

部門 課題

水産
・品質管理が出来る荷捌所が不十分。
・水産棟と冷蔵庫棟の距離が離れている。

花き ・温度管理が難しい。
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■物流の改善や品質管理等の機能強化
市場の活性化に向けて，現状のままの施設を再整備をするのではなく，必要に応じた物流の改善や品質管理等の機能強化を行う。

（１）青果部

コンセプト

活性化に繋がる再整備

３.市場再整備及び用地活用基本計画の検討における基本方針
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低温（15～18℃程度）

定温（20～28℃程度）

冷蔵庫（5～8℃程度）

３.市場再整備及び用地活用基本計画の検討における基本方針

■青果部施設イメージ
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■物流の改善や品質管理等の機能強化
市場の活性化に向けて，現状のままの施設を再整備をするのではなく，必要に応じた物流の改善や品質管理等の機能強化を行う。

（２）水産物部

コンセプト

活性化に繋がる再整備

３.市場再整備及び用地活用基本計画の検討における基本方針
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■大口仲卸と小口仲卸の動線を整理した上で一般開放を意識したパターン

仲卸売場(店舗)（20～25℃程度）

買荷積込所（15～20℃程度）

卸売場（15～20℃程度）

３.市場再整備及び用地活用基本計画の検討における基本方針

■水産物部施設イメージ



13

■物流の改善や品質管理等の機能強化
市場の活性化に向けて，現状のままの施設を再整備をするのではなく，必要に応じた物流の改善や品質管理等の機能強化を行う。

（３）花き部

コンセプト

活性化に繋がる再整備

３.市場再整備及び用地活用基本計画の検討における基本方針
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仲卸売場(店舗)（15～25℃程度）

加工スペース（15～20℃程度）

卸売場（20～25℃程度）

保冷庫（5～15℃程度）

■花き部施設イメージ

３.市場再整備及び用地活用基本計画の検討における基本方針
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■横浜南部市場の事例 関連棟のリニューアルオープンに合わせて，
・ 行政所有の建屋で組合が運営している食品棟に水産卸会社の関連会社が営業している飲食店が入場。新規事業者も入場。
・ エレベーターの設置やトイレの改修を実施。
・ 民間で運営しているブランチ横浜南部市場では，ナショナルチェーンの回転寿司が入場。

■過年度調査でのアンケート結果◆各部門共通の主要事項「一般消費者への拡充」

横浜南部市場の配置図

青部分：行政で運営している棟
黄部分：行政所有の建屋で

組合が運営している棟 水産卸会社の関連会社が営業している飲食店

（４）関連・サービス店舗

３.市場再整備及び用地活用基本計画の検討における基本方針

■消費者・市民に親しまれる市場化
一般消費者への販路拡大等の消費者・市民に親しまれる市場化を目指す。

活性化に繋がる再整備

改修済のトイレ
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関連・サービス店舗のコンセプト

卸会社事務所

関連事業者事務所

管理事務所

倉庫

飲食店舗
飲食店

コンビニ等

関連店舗

大
型
搬
送
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

：荷捌エリア

インバウンド客にも対応の多言語表示を検討

：新規事業者の入場区画

関連・事務所棟構成のイメージ（案）

：トイレ

３.市場再整備及び用地活用基本計画の検討における基本方針

【凡例】

市場用地活用施設

市場施設市場施設
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部門 現在の建築面積 整備済施設
再整備施設の
建築面積

変化率 備考

青果部 12,630㎡
バナナ醗酵室
立体駐車場１階部分

=3,559㎡
約6,800㎡ 82.0％※

事務所は関連・サービス店舗の上層階
※（3,559＋6,800）÷12,630＝82.0％

水産物部 9,977㎡ 約7,500㎡ 75.2％事務所・保管スペースは関連・サービス店舗の上層階

花き部 1,640㎡ 約1,900㎡ 115.9％

関連・
サービス店舗

6,635㎡ 約1,800㎡ 27.1％
１階店舗部分の面積
上層階に配置（作業施設，冷凍冷蔵施設，倉庫，
事務所，サービス店舗）

冷蔵庫 1,959㎡ 約4,750㎡ 242.5％
冷蔵庫は昨今の需要の高まりから全部門が使える営
業冷蔵庫の整備を目指す

各部門の再整備後の建築面積は次のとおり

３.市場再整備及び用地活用基本計画の検討における基本方針

■市場規模の適正化
整備費・維持管理費の抑制につながる，市場施設を適正化を行う。

再整備に伴う柏市・場内事業者双方の負担増抑制への取り組み①
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柏市場における青果部使用冷蔵庫の集約化の検討内容

青果棟冷蔵庫を集約

３.市場再整備及び用地活用基本計画の検討における基本方針

■施設の「集約化・高度化・複合化」
現在の立地環境を活かした新たな収入源の確保（企業誘致等）に向けた用地・スペースの確保に向け，集約化・高度化・複合化を基本とする。

再整備に伴う柏市・場内事業者双方の負担増抑制への取り組み①

（１）集約化（市場機能の集約化について）
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３.市場再整備及び用地活用基本計画の検討における基本方針

■施設の「集約化・高度化・複合化」
現在の立地環境を活かした新たな収入源の確保（企業誘致等）に向けた用地・スペースの確保に向け，集約化・高度化・複合化を基本とする。

再整備に伴う柏市・場内事業者双方の負担増抑制への取り組み①

（２）高度化（市場機能の複層化について）

市場用地を有効活用して新たな収益を確保し市場再整備に伴う柏市・場内事業者双方の負担増を抑制するため，
市場機能の複層化が求められる

■川崎市中央卸売市場北部市場の例＜市場施設の複層化について（基本計画抜粋）＞

川崎北部市場においても，用地を最大限
有効活用するため，当初の計画より複層
化することを前提にモデルケースを設定

出典：川崎市「川崎市中央卸売市場北部市場機能更新に係る基本計画」（R6.3）
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部門 機能

青果部門 卸事務所

水産部門 事務所，資材保管スペース

花き部門 ※検討中

関連・サービス部門 事務所，サービス店舗，倉庫

３.市場再整備及び用地活用基本計画の検討における基本方針

■各部門の機能のうち，2階以上への配置が検討される機能は次のとおりです。
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1階部分は関連店舗

富山市場

２階３階は事務所
卸売業者，仲卸業者，管理事務所，関連する事業者などの事務所が入居

卸会社事務所

関連事業者事務所

管理事務所

倉庫

飲食店
飲食店

コンビニ等

関連店舗

大
型
搬
送
用
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

市民や従業員が日常利用できる施設等を想定

■関連・事務所棟のイメージ

■施設の「集約化・高度化・複合化」
現在の立地環境を活かした新たな収入源の確保（企業誘致等）に向けた用地・スペースの確保に向け，集約化・高度化・複合化を基本とする。

再整備に伴う柏市・場内事業者双方の負担増抑制への取り組み①

（３）複合化

■棟構成のイメージ（案）

３.市場再整備及び用地活用基本計画の検討における基本方針
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参考：尼崎市場の検討状況

水産物部市場

市場用地活用施設（ウエット・冷蔵）

プロセスセンター
転配送センター等

水産・ウエット棟
また，青果部と市場用地活用施設の複合化も検討する

■棟構成のイメージ（案）

※ 市場施設と民間施設の合築もあわせて検討中

（３）複合化

３.市場再整備及び用地活用基本計画の検討における基本方針
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出典：福山市場 食品等流通合理化計画から抜粋 一部追記

再整備前 再整備後

市場連携エリア

水産棟

青果棟
関連棟

水産棟

青果棟

塩干棟

関連棟

管理棟

■市場用地・スペースの有効利用
■災害時の支援物資の拠点としての機能強化
■開発事業者と連携した整備手法（PPP/PFI）の検討
集約化・高度化・複合化して創出された用地・スペースの有効活用を検討する。用地・スペースの活用方法は，土地代等の収入だけでなく，
市場の活性化や税収・雇用，防災機能の強化などの視点から総合的に検討する。
また，事業手法については，民間事業者と連携する整備手法を検討する。

再整備に伴う柏市・場内事業者双方の負担増抑制への取り組み②，防災機能の強化

参考：福山市場の事例
冷蔵庫や量販店センターなどの
市場関連流通機能

３.市場再整備及び用地活用基本計画の検討における基本方針



24出典：川崎市 報道発表資料（R7.5）

市場機能連携エリアでは，災害時に，一時的に
支援物資拠点としての活用がなされる可能性を考
慮し，市との災害時における連携協定の締結等を
図るほか，支援物資拠点として必要なスペースの
確保や施設・構造等についての配慮を行う

参考：川崎北部市場の事例

出典：
川崎市中央卸売市場北部市場機能更新に係る基本計画 一部抜粋

３.市場再整備及び用地活用基本計画の検討における基本方針
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■市場用地・スペースの有効利用

３.市場再整備及び用地活用基本計画の検討における基本方針

検討の方向性

再整備に伴う柏市・場内事業者双方の負担増抑制への取り組み②，防災機能の強化

市場用地活用施設の用途について

・柏ＩＣに近く国道１６号や県道４７号に近接する交通利便性の高い立地特性を活かす機能

・卸売市場で取り扱う食品の流通加工・販売・保管など，市場内業者との取引・業務連携により，市場の機能強化・

取扱量増加が図れる機能

・近年，研究所等の企業集積が進む柏の葉キャンパスエリアの立地特性を活かす地域の価値向上に繋がる機能

・開発整備事業者ヒアリング意見：食品加工場，配送センター，セントラルキッチン，飲食店，研究機関等の可能性

あり，商業は競合店舗が多いため，なかなか難しいと感じている

・食品の流通加工・配送センター，セントラルキッチンなどにより市場の機能強化，取扱の発生拡大，業界の

活性化

・食品関連研究施設等の誘致による地域の価値向上

・卸売市場の特色を活かす市民が日常利用出来る飲食サービス店舗数の拡大
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地域貢献（防災機能の強化等）について

・市場用地活用施設と災害時における連携協定を締結 ・災害時の支援物資拠点として活用

・市場の荷と支援物資の共同配送等の連携 ・避難所，災害時の食支援

・防災倉庫としての区画提供

３.市場再整備及び用地活用基本計画の検討における基本方針

検討の方向性

・国道１６号が緊急道路の一次指定道路となっている立地特性，フォークリフトが使用できる等市場特有

の足のある広域物資拠点機能等を活かす機能

・災害時に支援物資の関連業務と市場本来の業務が併存・同時進行できる体制

・防災機能の強化に資する機能

・開発整備事業者等ヒアリング意見：災害時の物資集積，配送拠点，一時避難所の活用等，防災機能の強

化に関する意見が多数

■災害時の支援物資の拠点としての機能強化
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■次回の予定について

検討における基本方針を基に，市場施設規模の算定・施設内動線の作成・市場用地活用の方向性を踏ま

えた上で，施設配置の作成，事業手法の整理，整備スケジュールの作成についてご審議いただき，諮問させ

ていただく予定です。

また，卸売市場法の改正に伴う，柏市公設総合地方卸売市場業務条例の一部改正についてご審議いた

だく予定です。

★令和８年１月を予定していますので，改めて次回の日程調整のご協力をお願いします。

■次回以降の予定について

施設配置の作成，事業手法の整理，整備スケジュールの作成

★令和８年３月予定

条例改正

４.次回の予定

諮問

答申


